附　則

１　この定款は、この法人の成立の日から施行する。

２　この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長　　　　　　　　　　　佐　藤　通　安

理事　　　　　　　　　　　　小　川　洋　介
同　　　　　　　　　　　　　中　村　明
　同　　　　　　　　　　　　　須　見　峰　子
　同　　　　　　　　　　　　　岩　見　初　恵

　同　　　　　　　　　　　　　久　保　明　子
　同　　　　　　　　　　　　　平　田　常　時
　同　　　　　　　　　　　　　杉　田　博
　同　　　　　　　　　　　　　井　本　知　子
　同　　　　　　　　　　　　　柴　崎　秀　子
監事　　　　　　　　　　　　山　本　友　子　　　
＊（企）は、企画役員会メンバー・・・・・事業見通しが立つまでの暫定機関
３　この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、
成立の日から２００８年３月３１日までとする。　
４　この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第３４条の規定にかかわらず、
設立総会で定めたところによるものとする。　　　　
５　この法人の設立当初の年会費は、次表の通りとする。
	会員種類
	年会費
	年度途中設立の会費
	備　考

	メンバー
	個人
	2,000円
	1,000円
	

	メンバー
	団体
	5,000円
	2,500円
	

	サポーター
	個人
	2,000円×N口
	1,000円×N口
	

	サポーター
	団体
	5,000円×N口
	2,500円×N口
	


６　この定款は一部修正　　　平成22年4月1日より実施する。

（8）
